
【選挙運動】　選挙運動は、各候補者の政見、政策などを知り、大切
な一票を投じるための判断基礎となりますが、自由を認めすぎると選
挙の公正・公平を確保できない恐れがあることから、一定のルールが
設けられています。
【選挙運動の期間】　立候補届出（10月16日）が受理されたときか
ら、選挙期日（10月23日）前日までです。届出が受理される前の選挙
運動は事前運動といわれ、禁止されています。
　また、選挙期日当日の選挙運動も禁止されています。
【選挙運動の方法】　印刷物その他の文書図画によるものと演説そ
の他の言論によるもののほか、インターネットを使う方法があります。

選挙に関するあれこれを発信する「選挙」豆知識

～家族で「選挙」のことについて話してみませんか？～

笛吹市選挙管理委員会　笛吹市明るい選挙推進協議会

有権者のみんな、
注目！

NO.8「選挙」
豆知識

～家族で「選挙」のことについて話してみませんか？～

ほんの一例だけど、こんなことは禁止だよ！
○有権者が電子メールを使って選挙運動をする。
○18歳未満の者が選挙運動をする。
○ホームページや電子メールを印刷して頒布する。
○選挙運動期間以外に選挙運動をする。

■問合せ先　笛吹市選挙管理委員会事務局　☎ 055（262）4111

第8回目の今回は、第7回に引き続き10月23日（日）執行予定の笛吹市
長・市議会議員一般選挙の関係から選挙運動についてお伝えします

インターネット
選挙運動で禁止
されていることを
フッキーが
紹介します。
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▼各地区の集団健診の日程・会場

平成28年度

算出方法 前年度２月と同じ額

２万円 ２万円

7月
本算定（年税額の決定）

１万円 １万円 １万円

28年度の年税額の
残りの1/3ずつ

２万円２万円２万円２万円

４月10月 12月 ２月

仮徴収本徴収本徴収本徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収

６月 ８月 10月 12月 ２月

計

9万円税　　額税　　額

月月

年金からの天引き
（特別徴収）

年金からの天引き
（特別徴収）

対象地区

春日居町 9月6日（火）～ 12日（月） 春日居福祉保健センター

いちのみや桃の里ふれあい文化館

御坂体育館

境川坊ヶ峯ふれあいセンター

八代総合会館

スコレーセンター

9月14日（水）～ 17日（土）

9月21日（水）～ 29日（木） ※26日（月）を除く

10月6日（木）～ 12日（水） ※9日（日）・10日（月）を除く

10月14日（金）～ 21日（金） ※17日（月）を除く

11月14日（月）～ 17日（木）

一 宮 町

御 坂 町

境 川 町

八 代 町

石 和 町

申し込みをされていない方は、お問い合わせください。芦 川 町

健診日 会 場
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